
放
送
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
及
び
日
本
放
送
協
会
は
、
公
共
放
送
の
使
命
を
全
う
し
、
国
民
・
視
聴
者
の
信
頼
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
協
会
は
、
政
治
的
公
平
性
を
確
保
し
、
事
実
を
客
観
的
か
つ
正
確
、
公
平
・
公
正
に
伝
え
、
真
実
に
迫
る
た
め
の
最
善
の

努
力
を
不
断
に
行
う
と
と
も
に
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
多
く
の
角
度
か
ら
論
点
を
明
ら

か
に
す
る
な
ど
、
放
送
法
の
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
正
確
で
信
頼
で
き
る
、
社
会
の
基
本
的
な
情
報
を
発
信
す
る
と
と
も
に
、
近
年
深
刻
化
し
て
い
る
「
偽
情
報
・
誤

情
報
の
流
通
」
を
防
止
す
る
取
組
等
を
通
じ
て
、
健
全
な
民
主
主
義
の
発
達
に
資
す
る
と
い
う
放
送
の
社
会
的
使
命
を
果
た

す
こ
と
。 

 

二
、
政
府
は
、
日
本
国
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
表
現
の
自
由
、
放
送
法
に
定
め
る
放
送
の
自
律
性
を
尊
重
し
、
協
会
を
含
め
た
放

送
事
業
者
の
番
組
編
集
に
お
け
る
自
主
・
自
律
性
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
放
送
法
を
運
用
す
る
こ
と
。 

 

三
、
協
会
は
、
で
き
る
限
り
早
期
に
受
信
料
収
入
と
事
業
規
模
と
の
均
衡
を
確
保
す
る
こ
と
。
そ
の
際
に
は
、
中
期
経
営
計
画

で
掲
げ
た
事
業
支
出
の
削
減
が
、
サ
ー
ビ
ス
や
コ
ン
テ
ン
ツ
の
質
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
、
ま
た
、
協
会
の
職
員
や
関
連

団
体
に
過
度
な
負
担
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

四
、
協
会
は
、
公
共
放
送
の
存
在
意
義
及
び
受
信
料
制
度
に
対
す
る
国
民
・
視
聴
者
の
理
解
の
促
進
や
信
頼
感
の
継
続
的
な
醸

成
に
努
め
る
こ
と
。 
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五
、
政
府
及
び
協
会
は
、
放
送
を
受
信
す
る
視
聴
者
の
減
少
を
見
据
え
、
受
信
料
制
度
の
在
り
方
を
含
め
、
協
会
の
運
営
を
持

続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
早
期
に
提
示
す
る
こ
と
。 

 
六
、
協
会
は
、
多
数
の
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
受
信
契
約
の
締
結
漏
れ
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
業
所
等
に
お

け
る
契
約
の
取
扱
い
に
つ
い
て
周
知
の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
受
信
契
約
の
単
位
等
の
在
り
方
に
関
す
る
現
状
の
課
題
を

速
や
か
に
検
証
し
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

七
、
協
会
は
、
公
共
放
送
を
担
う
者
と
し
て
の
役
職
員
の
倫
理
観
を
高
め
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹

底
、
不
祥
事
の
再
発
防
止
策
の
確
実
な
実
施
等
を
組
織
一
体
と
な
っ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
不
祥
事
の
根
絶
に
努
め
る
こ
と
。 

 

八
、
協
会
は
、
協
会
の
職
員
の
勤
務
条
件
及
び
処
遇
の
改
善
に
引
き
続
き
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
特
に
、
協
会
の
職
員
の
給
与

に
つ
い
て
は
、
他
の
民
間
企
業
従
業
員
の
賃
金
や
物
価
の
上
昇
等
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
適
正
な
水
準
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、

関
連
団
体
の
従
業
員
の
勤
務
条
件
及
び
処
遇
の
改
善
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

九
、
協
会
は
、
協
会
の
不
十
分
な
労
務
管
理
に
よ
り
職
員
の
尊
い
生
命
が
失
わ
れ
た
事
実
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
今
後
も
協
会

の
業
務
に
携
わ
る
者
の
命
と
健
康
を
最
優
先
し
、
適
正
な
業
務
運
営
と
労
働
環
境
の
改
善
に
不
断
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

十
、
協
会
は
、
国
民
・
視
聴
者
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
災
害
時
に
お
い
て
も
放
送
・
サ
ー
ビ
ス
を
途
絶
え
さ
せ
る
こ

と
な
く
継
続
し
、
正
確
で
信
頼
で
き
る
情
報
を
確
実
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
大
規
模
災
害
や
経
済
情
勢
の
急
激
な
変
化
等
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
共
放
送
と
し
て
の
役
割
を
安
定
的

に
果
た
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
財
政
安
定
の
た
め
の
繰
越
金
に
つ
い
て
十
分
な
水
準
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十
一
、
協
会
は
、
障
が
い
者
、
高
齢
者
及
び
外
国
人
が
、
十
分
な
情
報
ア
ク
セ
ス
機
会
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
当
該
視
聴
者
か

ら
の
要
望
を
十
分
に
踏
ま
え
、
「
人
に
や
さ
し
い
放
送
・
サ
ー
ビ
ス
」
の
一
層
の
充
実
等
を
図
る
こ
と
。 



 

十
二
、
協
会
は
、
放
送
セ
ン
タ
ー
の
建
設
計
画
の
見
直
し
を
踏
ま
え
、
当
該
見
直
し
の
合
理
性
・
妥
当
性
及
び
計
画
の
進
捗
に

つ
い
て
、
国
民
・
視
聴
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
丁
寧
な
説
明
を
尽
く
す
こ
と
。 

 

十
三
、
協
会
は
、
基
幹
放
送
局
提
供
子
会
社
に
よ
る
中
継
局
の
共
同
利
用
事
業
、
基
金
に
よ
る
中
継
局
共
同
整
備
へ
の
助
成
事

業
及
び
メ
デ
ィ
ア
産
業
全
体
の
多
元
性
確
保
に
貢
献
す
る
た
め
の
助
成
事
業
の
財
源
が
国
民
・
視
聴
者
の
受
信
料
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
目
的
と
効
果
に
関
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


